
 

 

 

 

 

令和４年度 

入園児 募集要項 
（1 号認定用） 

 

 
 

 

 

尚、本募集要項は 1号認定の園児用であり、2 号認定、3 号認定の園児の募集については池田市にお問い合

わせ下さい。 

 



【入園資格】 

令和４年 4 月 1 日現在  

3 歳児（平成 30 年 4 月２日～平成 31 年 4 月１日生まれ） 

4 歳児（平成 29 年 4 月２日～平成 30 年 4 月１日生まれ） 

5 歳児（平成 28 年 4 月２日～平成 29 年 4 月１日生まれ） 

 ＜在住の市は問いません＞ 

 

【募集人員】 

3 歳児３名、４歳児３名、５歳児３名、計９名 

 

【願書受付】 

● 期日：令和３年１1 月２２日（月） 

● 受付場所：天神保育園（池田市天神１丁目－１－１３） 

● 所定の願書に記入、捺印の上、ご提出下さい。（検定料、入園事務費等は無料です） 

 

【入園選考・許可】 

● 優先枠 

優先順位① 在園児の移行 

優先順位② 在園児の兄弟姉妹（１年目は実質無し) 

優先順位③ 卒園児の兄弟姉妹 

優先順位④ 卒園児の子 

①、②、③、④の何れかの条件を満たし、令和３年１１月２２日（月）午前９時～午前９時３０分

の間に願書を天神保育園に提出された方（優先順位は①→②→③→④です） 

優先枠に相当する方は必ず１１月２２日（月）午前９時～午前９時３０分の間に願書をご提出下さ

い。それまでに願書を提出されなかった場合、優先枠の権利は消失します。 

※午前９時３０分の時点で定員を超えた場合は、その場で抽選をさせていただきます。 

よって願書提出後、人数把握が完了するまでは待機をお願いします。 

● 一般枠 

上記以外の方で、令和３年１１月２２日（月）午前１０時～午前１０時３０分の間に願書を天神保

育園に提出された方 

※ただし、優先枠で定員を超えた場合、願書受付ができません。 

※一般枠の中では池田市内の方を優先とします。 

※午前１０時３０分の時点で定員を超えた場合は、その場で抽選をさせていただきます。 

よって願書提出後、人数把握が完了するまでは待機をお願いします。 

上記１１月２２日（月）午前１０時３０分で定員に満たない場合は、その後随時受付の先着順と

させていただきます。ただし、２号認定の人数の状況などにより、申込を受け付けられない場合が

あるのでご了承ください。 



【教育標準時間・登降園 他】 

● 教育標準時間 

①３、４歳児 月～金曜日 ９時～１３時まで 

②５歳児   月～金曜日 ９時～１５時まで 

（８時５９分以前の登園、１３時１分以降（５歳児は１５時 01 分以降）の降園は、あずかり保育

料の対象となります） 

土・日曜・祝日・年末年始（12/29～1/3）は休園 

但し、行事当日、行事前日等、上記以外の教育標準時間が設定される場合があります 

●長期休暇期間  夏休み…８月１日～８月３１日（春休み、冬休みは設定しません）

【預かり保育・延長保育】 

≪通常預かり保育≫ （教育標準時間のある日） 

● 時間 ①７：００～８：５９ ②１３：０１～１７：００ ③１７：０１～１９：００ 

● 費用 ①および③…３０分 ２００円 

②…１時間 １５０円   

≪長期休暇等預かり保育≫ （教育標準時間のない日） 

● 時間 ①７：00～８：５９ ②９：００～１７：００ ③１７：０１～１９：００ 

● 費用 ①および③…３０分 ２００円 

        ②…１時間 １５０円 

※長期休暇中に給食時間にかかる場合…給食費３0０円/１回が加算されます。 

 また預かり時間中におやつを食べた場合は別途 50 円/１回が加算されます。 

 

【経 費】  ※経費については進級時（年度が変わると）変更になる場合があります。 

● 入園検定料、入園事務費 ０円 

● 保育料 在住市町村の規定（無償）（冷暖房費は保育料に含まれます） 

● 教育保育環境充実費 ４,000 円／月 

● 給食費 ５,500 円／月（但し、8 月は省く） 

       副食費免除対象者（所得や第３子以降等の条件により在住市町村が認定）の場合 

       1,000 円／月（但し、8 月は省く） 

● 保育用品代 カラー帽子 840 円、連絡帳 90 円  ※用品の購入は、必要な方のみです。 

 

【その他】 

・新２号認定については在住市町村にご確認ください。 

・給食費（長期休暇中の給食費を含む）は無償化の対象範囲外です。 

・当園は「平日の預かり保育が８時間未満または年間開所日数が 200 日未満の施設」に該当しま

せんので、認可外保育施設、一時預かり、ファミリーサポート事業等の併用した場合の無償化を受

けることはできません。 


